




















第5章　　　使用後の処理・復旧

CHAPTER 5

火災の状況によっては鎮火後に再発火したり、破損物による二次的な事故が発生する場合もあります。
周囲の安全を十分確認し、復旧作業を行ってください。

1.各部変形、破損個所の確認
K－80H（Ⅰ）の定期点検要領・点検マニュアルに
従って、各部品に異常がないかを確認してくださ
い。変形や損傷など異常があれば、補修してくだ
さい。

2.電源の遮断
電源を遮断してください。
消火薬剤が表示灯電源回路の接続部にかかると
ショートする恐れがあります。消火薬剤を充填す
る前に必ず電源を遮断してください。

4.加圧用ガス容器の交換
使用済みの加圧用ガス容器を取り外して、新しい
加圧用ガス容器を取り付けてください。
※加圧用ガス容器は高圧容器です。消火を途中
　で止めてしまった容器には残留ガスが残って
　いる可能性があります。ハンドルを右方向に止
　まるまで回し、ゆっくりと静かに外してください。
※交換の際には、バルブやハンドルに強い衝撃な
　どを与えないように十分気を付けてください。

６.新しい消火薬剤の充填
※詳しい充填方法については、別冊「施工要領書」
　をご参照ください。

液上がり防止弁を新品のものと交換してください。

5.液上がり防止弁の交換

８.電源の入力
電源をONにしてください。

７.各所の締め付けとホースの
　セットをしてください

3.残留消火薬剤の排出
消火剤容器には加圧されている消火薬剤が残っ
ていることがあります。次の手順で残留消火薬剤
を排出してください。
①ホースを伸ばし、ノズルレバーを開放。
②受け皿などに消火剤容器及びホース内部に残
　留している消火薬剤を排出します。
③排出後ノズルレバーは「閉」にします。
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